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平成２８年度小平市の地域支援事業について 

 

１介護予防・生活支援サービス事業 
 

（１）訪問型サービス事業 

  ①事業内容 

要支援と事業対象者に対して、従来の訪問介護に相当する身体介護や生活援助

をはじめ、多様なサービスの提供を行います。 

  ②主な事業 

   ・予防給付の訪問介護相当サービス 

   ・緩和した基準による生活援助等の訪問サービス 

    ・短期集中型の訪問による相談指導 

（２）通所型サービス事業 

①事業内容 

要支援と事業対象者に対して、従来の通所介護に相当する機能訓練をはじめ、

多様なサービスの提供を行います。 

  ②主な事業 

   ・予防給付の通所介護相当サービス 

   ・緩和した基準による運動・レクレーション等の通所サービス 

    ・短期集中型の通所による機能訓練 

（３）介護予防ケアマネジメント事業 

①事業内容 

地域包括支援センターの介護支援専門員が、介護予防を目的として訪問型サー

ビスと通所型サービスが、包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行い

ます。 

      

２一般介護予防事業 
 

（１）介護予防普及啓発事業 

  ①事業内容 

    介護予防活動普及啓発のために、パンフレットの作成・配布、介護予防講座、

有識者等による講演会等を開催します。 

  ②主な事業 

   ・総合事業の広報誌の発行等（市報、パンフレット） 

   ・介護予防講座（運動機能、栄養管理、口腔機能） 

・高齢者健康音楽教室 

・認知症予防（教室、講座、講演会） 
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（２）地域介護予防活動支援事業 

①事業内容 

   高齢者が年齢や心身の状況等にかかわらずに参加できる住民主体の通いの場

等の介護予防活動の地域展開を目指して、ボランティア等の人材の育成、多様な

地域活動組織の育成及び支援、社会参加活動を通じた地域活動の実施を行います。 

  ②主な事業 

   ・介護予防見守りボランティア 

   ・高齢者交流活動支援 

・高齢者交流室運営 

・ライフサポーター養成（介護予防リーダー、認知症支援リーダー、生活サポー 

ター） 

（３）介護予防把握事業 

  ①事業内容 

    定期的な見守りや高齢者のニーズの把握により、要支援者の早期の発見と効果

的なサービス展開につなげることを目的とします。 

  ②主な事業 

   ・地域包括支援センターによる見守り 

   ・日常生活圏域ニーズ調査 

（４）地域リハビリテーション活動支援事業 

①事業内容 

リハビリテーションの専門職が、地域包括支援センターと連携しながら、通所、

訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の

取組を総合的に支援します。 

   

３包括的支援事業 

（１）地域包括支援センター運営事業 

①事業内容 

    市内５圏域に設置された地域包括支援センターにおいて、高齢者の生活を総合 

的に支える様々な支援を行います。 

②主な事業 

   ・地域包括支援センター運営 

   ・地域ケア会議推進 

（２）認知症総合支援事業 

①事業内容 

    認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の人とそ

の家族を支援する事業を行います。 
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②主な事業 

   ・認知症カフェ 

   ・認知症相談会 

（３）在宅医療・介護連携推進事業 

①事業内容 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域での自分らしい暮ら

しを続けるため、医療機関と介護事業所などの関係者間の連携を推進します。 

②主な事業 

   ・在宅医療連携調整窓口の設置 

   ・関係者向けの研修の実施 

   ・市民向け啓発講座の実施 

   ・協議会の開催 

（４）生活支援体制整備事業 

①事業内容 

ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティアをはじめとする多様な団体との連

携・協働により、地域全体で多様な主体によるサービス提供の推進を図ります。 

②主な事業 

 ・生活支援コーディネーターの配置 

   ・協議会の設置 

 

４任意事業 

（１）介護相談員派遣事業 

①事業内容 

介護相談員が、介護サービスの提供の場を訪ね、利用者の相談に応じるなどの

活動等を行い、サービス利用者の一層の保護や介護サービスの質の向上を図りま

す。 

②主な事業 

 ・施設への訪問 

   ・介護相談調整会議の開催 

（２）介護給付適正化事業 

①事業内容 

介護保険サービスの適正な給付を図るための事業を行います。 

②主な事業 

 ・給付費の通知 

   ・住宅改修訪問調査 

   ・サービス事業所への実地調査 
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（３）ケアプラン指導研修事業 

①事業内容 

ケアプラン指導員による指導チームが、介護サービス事業者などを対象として

研修を行い、ケアプラン及び介護サービスの質的な向上を図ります。 

（４）居宅介護支援事業者等助成事業 

①事業内容 

居宅介護支援事業者に対し、住宅改修の利用援助を行ったことについて女性を

行います。 

（５）家族介護教室事業 

①事業内容 

高齢者を介護している家族等を対象に教室を開催し、介護方法や介護予防の知

識、技術を習得してもらうこと及び心身のリフレッシュを図ります。 

（６）徘徊高齢者家族支援事業 

①事業内容 

GPSを使った位置探知システムの利用助成を行い、徘徊高齢者の早期発見及び

安全の確保を図るとともに、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図ります。 

（７）成年後見制度利用支援事業 

①事業内容 

    成年後見制度の申し立て事務や制度に関する負担することにより、高齢者が安 

定して生活を継続できるように支援します 

②主な事業 

 ・成年後見市長申立て 

   ・後見人に対する報酬の助成 

（８）認知症サポーター養成事業 

①事業内容 

キャラバンメイトによる養成講座を通して認知症に関する知識を普及啓発事 

   業することで、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを図ります。 

（９）機能強化型地域包括支援センター設置促進事業 

①事業内容 

 市内各地域包括支援センターの統括や連絡調整、後方支援、人材育成の機能を 

もつ基幹型地域包括支援センターを開設し、地域包括支援センターの適正な運営 

を確保します。 


